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徳島県内の特殊詐欺被害状況について

１ 概要

 今年１～６月に徳島県警が認知した特殊詐欺の被害件数は３０件、被

害額は１億５５万円で、被害件数は昨年同期に比べて１２件の増加、被

害額は昨年同期に比べて１，９０９万円減少しています。

 類型別では、振り込め類似詐欺が件数、被害額ともに減少している一

方、振り込め詐欺については、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証

金詐欺、還付金等詐欺の全ての類型で件数、被害額ともに増加してお

り、被害が深刻となっています。

 高齢者の占める割合が約５０％と依然として高いものの、前年同期の

７０％からは割合が低くなっており、若い世代にも被害が広がっていま

す。ただし、高齢の被害者は全体の半数ですが、被害額は８割以上を占

めており、1件当たりの被害額が多くなっています。
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２ 振り込め詐欺の手口について

（１）オレオレ詐欺

 オレオレ詐欺では、息子をかたる手口と警察官をかたる手口に御注意ください。

 ●息子をかたる手口

 「携帯電話の番号が変わったので登録しておいてほしい」と高齢者に電話をかける。声

が違うことを指摘されると、「風邪をひいている」とごまかす。後日、以前かけた電話番

号から電話をかけて、「不倫相手を妊娠させてしまった」「会社の金で株を運用して失敗

した」などの名目でお金が必要だと訴える。親は前に教えられた電話番号からかかってき

たので、息子からの電話だと信じ込み、息子を助けようとお金を送ってしまう。

 ●警察官をかたる手口

 警察官をかたり、「あなたの銀行口座が犯罪に使われている」「銀行員があなたの口座

から勝手にお金を引き出している」等と電話をかける。自分を警察官だと信用した相手に

対し、「いったん、全額を口座から引き出してほしい」と言って預金を銀行から引き出さ

せる。その後、「お金がニセ札でないかどうか調べる」などと言ってお金を送らせる。

（２）架空請求詐欺

 「アダルトサイトの利用料金が延滞している。支払わなければ、裁判を起こす」との

メールが届き、お金を払ってしまった。出会い系サイトを利用していて、「1千万円が当

たった。お金を受け取るにはシリアルキーが必要だが、取得費用が必要」というメールが

届き、お金をだまし取られた、等の被害が発生しています。

特殊詐欺の被害は、電話から始まります。「常時、留守電にしておく」「ナンバーディ

スプレイの電話機を利用し、知らない番号からの電話には出ない」という対策が有効で

す。また、お金を要求された場合は、一人で抱え込まず、周りの人に相談してください。

niteパンフレットより
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夏季の節電・省エネルギー対策について
～節電への御協力をお願いします～

＜空 調＞

 ・室温２８℃を心がける。（設定温度＋２℃の場合  節電効果１０％）

 ・無理のない範囲でエアコンを消し、扇風機を使用する。（節電効果５０％）

※熱中症に御注意下さい。適切な室温管理や水分補給に注意し、無理のない範囲で御協

力ください。

＜冷蔵庫＞

 ・設定温度を「強」から「中」に変え、扉を開ける時間をできるだけ減らし、食品を詰め

込み過ぎないようにする。（節電効果２％）

＜照 明＞

 ・日中は不要な照明を消す。（節電効果５％）

＜電力消費機器＞

 ・テレビを省エネモードに設定し、画面の輝度を下げ、不要な時は消す。(節電効果2%)

   ・消費電力が大きい電気製品の日中（13:00～16:00）の使用をできるだけ避ける。

例）アイロン、電気ポット、電子レンジ、食器洗い機、洗濯乾燥機、掃除機など。

節電メニュー（例）

７月１日から９月３０日までの平日（８月１３日、１４日を除く）、9:00～20:00

までの間、節電への御協力をお願いします。

※数値目標は設定しておりません。節電をお願いする期間・時間帯において、無理の

ない範囲での節電をお願いします。

環境キャラクター

「エコくん。」

13時～16時の節電が特に重要です！



〒770-0851

徳島市徳島町城内２番地１

とくぎんトモニプラザ ５階

・相談電話 ０８８-６２３-０１１０

・啓発受付 ０８８-６２５-８２８５

・事務担当 ０８８-６２３-０６１２

・ﾌｧｸｼﾐﾘ  ０８８-６２３-０１７４

電子メール

t-shouhi@mail.pref.tokushima.lg.jp
ホームページ

http://www.pref.tokushima.jp/shohi/
くらしのサポーター通信はこちら
http://www.pref.tokushima.jp/shohi/
supporthp/

お知らせ徳島県消費者情報センター

機能性表示食品～バランスのとれた食事が最善～

 トクホ（特定保健用食品）と言うのは、体の生理学的機能など

に影響を与える成分を含んでいて、特定の保健の効果があり、消

費者庁長官の許可制である。健康によい効果を与えてくれるし、

許可のマークもある。

 それに引き替え、機能性表示食品は、機能や安全性を事前に届

け出るとされており、製造会社の自己申告である。言い方を変え

れば、良否は自己責任ですと言われている感じがする。

 毎日食べている多くの食料品は機能性表示食品と言っても過言

ではない。機能性表示食品と言われて、それだけを食しておれば

健康になるように思う、あるいは、思わせぶりには注意したい。

 機能性表示食品が必要かも含めて消費者力を高めねばならない。

              くらしのサポーター 三原茂雄

くらしのコラム

くらしのサポーター担当者より

 ７月１日から消費者ホッ

トラインの番号が３桁化さ

れ、１８８となりました。

 「事業者との間でトラブ

ルになっている」「悪質商

法や詐欺かもしれない」

「製品事故で危害を受け

た」などのときは、消費生

活センターに御相談くださ

い。電話番号が分からない

ときは、１８８におかけい

ただくと、最寄りの相談窓

口におつなぎします。「い

やや 泣き寝入り！」と覚

えてください。
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平成２7年度徳島県消費者大学校大学院 学生募集

 消費者大学校大学院では、地域活動を実践している消費者

等を対象に、消費者問題に対応できる指導者を養成する講座

を開設しており、今年度の入学生を次のとおり募集します。

【応募資格】

（１）全講座を受講できる県内在住の20歳以上の方

（２）消費者問題分野について基礎的知識を有する方、また

  は地域の消費者活動に積極的に関わっている方

（３）卒業後は消費者問題について、地域の各種学習会・研

  修会への講師として啓発にあたる等、消費者活動の指導

  者になることができる方

【定員】専門教育コース 20名程度

    実践教育コース 20名程度

【実施内容】 開講日 平成２7年8月22日～9月19日の

                                毎週土曜日 計５回

                   場 所 とくぎんトモニプラザ

【諸費用】授業料は無料ですがテキスト代等の実費5,000円

    が必要です。

【募集期間】平成27年7月14日（火）～ 8月11日（火）

【問い合わせ先】NPO法人徳島県消費者協会

        電話 088-625-8285

 「消費者教育推進大使」

すだちくん


